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日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（２号

発電用原子炉施設の変更）の一部補正の受理及び今後の対応方針 

 

令和５年９月６日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．趣旨 

 本議題は、日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書（２号発電用原子炉施設の変更）の一部補正の受理について報告するとと

もに、今後の対応方針の了承について諮るものである。 

 

２．経緯 

令和５年４月１８日の原子力規制委員会における「日本原子力発電株式会社

敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）

の補正を求める指導文書の発出」の決定を受け、同日付けで、日本原子力発電株

式会社取締役社長宛てに指導文書（別添参照）を発出した。 

その後、令和５年８月３１日付け総室発第６５号をもって、平成２７年１１月

５日付け総室発第７８号（令和４年１月１２日付け総室発第７８号をもって一

部補正。）をもって申請のあった件のうち、敷地内のＤ－１トレンチ内に認めら

れるＫ断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性に関係す

る部分について、補正を行うための申請（以下「補正申請書」という。）があっ

た。 

 

３．補正申請書の確認 

原子力規制庁は、補正申請書について、記載事項に不備がないこと、必要な書

類が添付されていることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合

しない申請ではないこと、及び指導文書で求めた補正がなされていることを確

認した。 

 

４．今後の対応方針（委員会了承事項） 

 上記３．のとおり確認されたことから、以下のとおり審査を再開することにつ

いて了承いただきたい。 

① 敷地内のＤ－１トレンチ内に認められるＫ断層の活動性及び原子炉建屋

直下を通過する破砕帯との連続性については、設置変更許可申請書及び補

正申請書に基づき、新規制基準への適合性を判断する。 
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② 審査会合ごとに、原子力規制庁からの指摘等が日本原電と共通理解となっ

ているかを確認の上、文書化し、審査を進める。また、申請内容を確認す

るため、現地調査を実施する。 

③ 敷地内のＤ－１トレンチ内に認められるＫ断層の活動性及び原子炉建屋

直下を通過する破砕帯との連続性について、設置変更許可申請書及び補正

申請書に基づき結論が得られた場合には、原子力規制委員会で改めて審査

の進め方について議論を行う。 




